
株式会社トゥ・ディファクトからの発注を受注する法人及び個人は、下記の取引基本契約（以下、本契約）の内容を熟

読し、内容を十分に理解したうえで本契約を締結することを承諾したものとします。 

 

取引基本契約 

 

株式会社トゥ・ディファクト（以下「甲」という。）と 甲からの注文を受ける者（以下「乙」という。）とは、甲乙間

における取引について、次のとおり取引基本契約を締結する。 

第１条（基本契約及び個別契約） 

１．この基本契約は、甲から乙に対し発注される目的物（無体物、役務等を含む。以下「目的物」という。）の取引に

関する基本的事項を定めたものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約（以下「個別契約」という。）に適用され

る。 

２．甲及び乙は、相手方と協議の上、個別契約においてこの基本契約と異なる事項を定めることができる。この基本契

約の規定と個別契約の規定が矛盾又は抵触するときは、個別契約の規定が優先する。 

第２条（個別契約の内容） 

甲及び乙は、個別契約において、この基本契約に定めのない発注年月日、目的物の名称、仕様、数量、納期、納入場所、

その他の引渡条件及び単価、代金の額、支払日、支払方法等を定める。 

第３条（個別契約の成立） 

１． 個別契約は、甲が前条の契約内容を記載した注文書（ファックスを含む。）を乙に交付し、乙がこれを承諾する旨

の通知を発することにより成立する。 

２．乙は甲の注文に対し、甲から注文書を受領した後３営業日以内にその諾否を甲に通知するものとする。乙が３営業

日以内に諾否の通知を発しないときは、当該３営業日が経過した時点で個別契約は成立したものとする。 

３．第１項の規定にかかわらず、甲が乙の書面による承諾を得たときは、前条の契約内容をデジタル化したデータを電

気通信回線を通じて乙に通知することにより、注文書の交付に代えることができる。 

第４条（個別契約の変更） 

甲及び乙は、個別契約の内容をやむを得ず変更する必要が生じた場合、速やかにその旨を相手方に通知し、相手方と協

議の上合意することにより、当該個別契約を変更することができる。 

第５条（契約の履行） 

１．甲及び乙は、この基本契約及び個別契約（以下総称して「本契約」という。）を遵守し、誠実に履行するものとす

る。 

２．乙は、本契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に履行させる場合（当該第三者を以下「丙」という。）は、事

前に書面により甲に通知し、甲の書面による承諾を得るとともに、丙に対し、本契約において乙が負うのと同等の義務

を負わせるものとする。 

３．前項の場合といえども、乙は本契約に基づき乙が負担する義務を免れない。 

４．乙が甲の事業場内で本契約に基づく債務の全部又は一部を履行する場合には、甲乙間で別途「構内委託に関する覚

書」を締結するものとする。 

第６条（納入又は役務提供） 



１．乙は、個別契約に定める納期に、個別契約に定める納入場所へ、甲の指定する納品書等を添付の上目的物を納入す

る。また、目的物が役務の場合、乙は、個別契約に定める役務提供の期日又は期間に、役務を提供するものとする。 

２．目的物の納入遅延又は役務提供の遅延が予想される場合、乙は直ちに甲に通知し甲の指示に従う。 

３．乙が自己の責に帰すべき事由により目的物を納期に納入できない場合、又は役務提供の期日若しくは期間に役務を

提供できない場合、甲はこれにより被った損害の賠償を乙に請求することができる。 

４．乙は、目的物を納期前に納入しようとするとき、又は役務提供の期日若しくは期間前に役務提供をしようとすると

きは、事前に甲の承諾を得るものとする。甲は、かかる承諾に際し、当該納入を個別契約に定める納期まで留保して仮

に受領しようとするときは、乙に対してその旨を伝え、納期まで保管するものとする。この場合、当該目的物は、個別

契約に定める納期の到来をもって、甲に受領されたものとする。 

第７条（受入検査） 

１．甲は、個別契約において受入検査完了期日を定めた場合、前条に基づいて乙から納入又は提供された目的物の受領

後、当該期日までに受入検査を行う。 

２．前項の受入検査の結果が不合格の場合、乙は、自らの費用にて、甲の指示に従って代替品の納入、目的物の改修、

役務の再提供等を行い、前項に準じて甲の再検査を受ける。なお、再検査により、乙が目的物を納期に納入できない場

合、又は役務提供の期日若しくは期間に役務を提供できない場合、乙は、その責任を免れない。 

３．甲は、第１項の受入検査の結果不合格となった目的物について、次の各号の一に該当する場合、当該各号に掲げる

額を減じて当該目的物を引き取ることができるものとする。この場合に減じる具体的な額については、甲乙協議の上定

めるものとする。 

(1) 甲が当該目的物を自ら改修した場合 当該改修に要した費用に相当する額 

(2) 瑕疵等の存在による当該目的物の商品価値の低下が明らかな場合 客観的に相当と認められる額 

４． 乙は、受入検査の結果不合格となった目的物のうち甲の要求したものについては、別途甲が定める期間内に乙の費

用負担において引き取るものとする。なお、その期間中、甲は、自己の物におけるのと同等の注意をもって当該目的物

を保管するものとする。当該保管費用は、乙の負担とする。 

５． 前項の期間内に乙が目的物を引き取らない場合は、甲は、当該目的物を乙に返送することができる。この場合、返

送に要する費用は乙の負担とする。 

第８条（危険負担） 

１．甲乙いずれの責にも帰さない事由により、目的物が滅失、毀損又は変質等した場合、甲による目的物の受領前に生

じたものは乙の負担とし、受領後に生じたものは甲の負担とする。 

２．不合格となった目的物（前条第２項の再検査に合格したもの及び前条第３項に基づき甲に引き取られたものを除く。）

の全部又は一部が、甲の責に帰さない事由により滅失、毀損又は変質等したときは、その危険は乙の負担とする。 

第９条（目的物の所有権移転） 

第１６条（支給材の所有権）第３項に該当するものを除き、乙から納入された目的物の所有権は、甲が目的物を受領し

た時に乙から甲に移転する。また、この目的物のうち、第７条（受入検査）の受入検査で不合格品となったもので、甲

が引き取りを要求したものの所有権は、当該要求時に甲から乙に再移転する。 

第１０条（目的物の代金の支払） 

甲は、目的物の代金を、個別契約に定める方法により乙に支払う。 



第１１条（品質保証） 

１．乙は、目的物の品質が個別契約に定める仕様に適合することを保証する。 

２．甲が目的物の品質管理のために必要と判断した場合には、甲乙間で別途品質管理に関する覚書を締結するものとす

る。 

第１２条（瑕疵担保） 

１．甲は、目的物の受領後１年以内（ただし、甲がその顧客等に対して１年を超えた瑕疵担保責任を契約している場合

であって、甲乙間でそれに応じた瑕疵担保期間を定めた場合はその期間内）に、目的物に隠れた瑕疵を発見した場合は、

乙に対し、(i) 目的物の返品、(ii) 甲が指定する期間内における、甲の承認した方法での改修、再作業若しくは代替品

との交換、又は(iii) 代金の減額を、請求することができる。これらは、乙の責任と費用負担において行われるものと

する。 

２．前項の規定にかかわらず、甲乙間の取引が「下請代金支払遅延等防止法」の適用を受ける場合、返品は目的物の受

領後６ヶ月以内（ただし、甲が一般消費者に対して６ヶ月を超える保証期間を定めている場合は、それに応じて最長１

年以内）に行うものとする。 

３．甲は前二項の各請求とともに、又は、これに代えて損害賠償を請求することができる。 

４．甲は、前項の損害賠償請求とともに個別契約を解除することができる。 

第１３条（製造物責任） 

１．目的物の欠陥に起因して甲若しくは第三者の生命、身体若しくは財産への侵害（以下「事故」という。）が発生し

た場合又はそのおそれがある場合、乙は自己の責任と費用負担において当該事故を処理、解決し又は事故を予防する措

置を講じるものとし、万一甲が損害を被った場合は甲に対し当該損害を賠償する。ただし、当該欠陥が専ら甲の設計に

関する指示に従ったことにより生じ、かつ当該欠陥が生じたことにつき乙に過失がない場合はこの限りでない。 

２．甲は、乙の生産物賠償責任保険の加入について、乙に協議を申し入れることができる。 

３．目的物を使用した甲の製品の欠陥に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。 

４．乙は、目的物に関して欠陥品が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に

起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に書面により通知するものとし、損害の予防又は拡大の防

止に努める。 

５．乙は、甲の指示がある場合は、目的物の設計、製造、品質管理等に関する書類を目的物の甲への納入から１１年間

（甲がこれより短い期間を指定した場合は当該期間）保管し、甲の要求に応じ当該書類を速やかに甲に提出する。 

第１４条（補修部品の供給） 

甲乙間の取引終了後においても、甲が目的物又は目的物を使用した製品の需要家に対して補修部品の供給義務を負って

いる期間、乙は甲の要請に従って目的物及びその部品を甲に供給する。なお、詳細については、甲乙別途協議し決定す

る。 

第１５条（材料支給） 

１．甲は、次の各号の一に該当する場合は、乙と協議の上、原材料、製品、半製品、部品等（以下総称して「支給材」

という。）を、有償又は無償で、乙に支給することができる。この場合、その品名、数量、引渡日、引渡場所、その他

の引渡条件及び単価、代金の額、支払日、支払方法等は、個別契約において定める。乙は、当該個別契約の履行にあた

り、甲から支給された支給材を使用するものとする。 



(1) 目的物の品質を維持するために必要なとき 

(2) 乙から甲に要求があるとき 

(3) その他正当な理由があるとき 

２． 乙は、甲から支給材の支給を受けた後遅滞なく検査し、瑕疵又は数量不足を発見したときは、直ちに甲にその旨を

書面により通知するものとする。 

３．乙は、前項の検査時に発見できなかった瑕疵を後に発見したときは、直ちに甲に書面により通知するものとする。 

第１６条（支給材の所有権） 

１．無償支給材の所有権は、甲に帰属する。 

２．有償支給材の所有権は、当該有償支給材の代金を乙が甲に支払った時に、甲から乙に移転する。 

３．無償支給材又は乙による代金支払前の有償支給材を用いた目的物の仕掛品及び完成品の所有権は、甲に帰属する。 

第１７条（支給材等の管理） 

１．乙は、支給材並びに支給材を用いた目的物の仕掛品及び完成品（以下「支給材等」という。）を、善良な管理者の

注意をもって保管、管理し、他の物品との混同を避けるため、保管上及び帳簿上区別する。 

２．乙は、甲の書面による承諾なしに、支給材等を本契約以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡、貸与、質入するな

どの処分をしてはならない。 

また、乙は、第三者により支給材等に関する甲の所有権が侵害されるおそれのある場合、直ちにその旨を甲に書面によ

り通知するとともに、その排除のために必要な措置を講じる。 

３．前項の規定にかかわらず、乙が第５条（契約の履行）第２項に基づいて本契約に基づく債務の全部又は一部を丙に

履行させる場合は、甲から別段の指示がある場合を除き、乙は、当該債務の履行に必要な範囲で丙に支給材等を再支給

することができる。ただし、この場合、乙は丙による支給材等の管理についてすべての責任を負うものとする。 

４．乙は、甲から支給された支給材等が滅失、毀損又は変質等した場合、直ちに甲に書面により通知するとともに、当

該滅失、毀損又は変質等が乙の責に帰すべき事由による場合、甲の指示に従い、当該支給材等を改修し、又はこれによ

り甲が被った損害を甲に賠償する。 

第１８条（支給材等の返還） 

１．仕様の変更、又は本契約の終了等により余剰の支給材等が生じた場合、乙は直ちに甲に書面により通知し、当該支

給材等を甲に返還する。ただし、甲乙間でこれと異なる合意をした場合はこの限りではない。 

２．支給材の返還の対価については、甲乙協議して決定するものとする。 

第１９条（貸与品の貸与） 

１．甲は、本契約を履行するために必要となる機械、治工具、金型、原稿、校了紙、印刷原版、図面、仕様書及びソフ

トウェア等、並びにこれらに係るデータ（以下総称して「貸与品」という。）を、乙に貸与することができる。 

２．貸与品の貸与の方法、期間、料金、支払条件、手続、修繕費及び改造費の負担等については、あらかじめ甲乙協議

して定めるものとする。 

第２０条（貸与品の管理） 

１．乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって使用、管理し、他の物品等との混同を避けるため、保管上及び帳簿上

区別する。 

２．乙は、甲の書面による事前承諾なしに、貸与品の原状に変更を加え、本契約以外の目的に使用し、又は分解、分析、



逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをしてはならない。 

３．乙は、貸与品を第三者に転貸、譲渡するなどの処分をしてはならない。また、第三者により貸与品に関する甲の所

有権が侵害されるおそれのある場合、乙は直ちにその旨を甲に書面により通知するとともに、その排除のために必要な

措置を講じる。 

４．前項の規定にかかわらず、第５条（契約の履行）第２項に基づいて、乙が本契約に基づく債務の全部又は一部を丙

に履行させる場合は、甲から別段の指示がある場合を除き、当該債務の履行に必要な範囲で丙に貸与品を転貸すること

ができる。ただし、この場合、乙は丙による貸与品の管理についてすべての責任を負うものとする。 

５． 乙は、貸与品を定期的に検査し、異常を認めた場合は直ちに甲に書面により報告する。なお、当該異常の処置につ

いては、甲乙協議し決定する。 

第２１条（貸与品の返還） 

１．甲から貸与品の返還を求められた場合、貸与期間が終了した場合、又はこの基本契約が解除、期間満了等により終

了した場合、乙は直ちに貸与品を原状に復し、甲に返還する。 

２．前項の規定にかかわらず、適正な使用、管理状態において必然的に生じる貸与品の損耗のほか甲の承諾を得て変更

を加えた部分については、乙は原状回復義務を負わない。 

第２２条（目的物の著作権等） 

１．目的物に著作物が含まれる場合、当該著作物（以下「本件著作物」という。）に係る一切の著作権（著作権法第２

７条及び第２８条に規定する権利を含み、貸与品に係る著作権を除く。以下「本件著作権」という。）は、甲が目的物

を受領した時に乙から甲に移転する。 

２． 前項の規定にかかわらず、個別契約において甲に移転させないこととした乙が保有する本件著作権（以下「乙著作

権」という。）は、乙に留保され、甲へ譲渡されないものとする。この場合、乙は、目的物の甲への納入時に、甲が乙

著作権を利用し又は甲の顧客その他の第三者に利用許諾することを、甲に対して許諾したものとする。なお、かかる乙

による許諾の対価は、個別契約に定める目的物の代金に含まれるものとする。 

３．第１項の規定にかかわらず、個別契約において甲に移転させないこととした第三者が保有する本件著作権（以下「第

三者著作権」という。）は、第三者に留保され、甲へ移転しないものとする。この場合、乙は、(i) 目的物の甲への納

入時に、甲が第三者著作権を利用し又は甲の顧客その他の第三者に利用許諾するために必要なあらゆる措置（第三者著

作権の権利者との間で契約を締結することを含む。）をとることとし、また、(ii) 甲が要請した場合には、当該措置を

とったことを書面で甲に証明するものとする。なお、当該措置をとることについての対価は、個別契約に定める目的物

の代金に含まれるものとする。 

４．目的物に関して、著作者人格権、肖像権その他法律上移転不能な権利（以下総称して「著作者人格権等」という。）

が存在する場合、乙は、甲が目的物（本件著作物を含む。）の全部又は一部を利用し又は甲の顧客その他の第三者に利

用許諾することについて、著作者人格権等を行使しないものとする。また、著作者人格権等が第三者の保有に係るとき

は、(i) 第三者との間で契約を締結する等して第三者が著作者人格権等を行使しないよう必要な措置をとるものとし、

また、(ii) 甲が要請した場合には当該措置をとったことを書面で甲に証明するものとする。なお、当該措置をとること

についての対価は、個別契約に定める目的物の代金に含まれるものとする。 

５．乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、乙著作権の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、

又は担保に供する等の処分をしてはならないものとし、また、第三者著作権の権利者にもさせないものとする。ただし、



当該処分後も本条により甲に許諾された権利がそのまま継続して許諾されることが保証される場合は、この限りでない。 

第２３条（目的物の特許権等） 

１．乙は、個別契約の履行の過程で乙又は乙の従業者等が発明、考案、意匠の創作等（以下「発明等」という。）をな

した場合、直ちにその事実及び内容を甲に書面により通知するものとし、発明等に係る産業財産権（特許権、実用新案

権、意匠権をいい、これらの権利を受ける権利を含む。以下同じ。）の帰属及びその取扱いについては、甲乙協議の上

決定する。 

２．乙は、目的物に乙が保有（個別契約の履行の過程で取得したものを含む。）する産業財産権又はノウハウ（以下総

称して「乙固有技術」という。） 

を実施する場合、甲に対し、乙固有技術に関して、目的物及び目的物を用いた製品（ソフトウェア等の無体物を含む。

以下同じ。）を製造、製造委託、使用、販売、その他の処分することのできる非独占の実施権（再実施許諾権を含む。）

を、甲が当該目的物を自己の事業に用いる範囲に限り、許諾したものとする。なお、かかる乙による許諾の対価は個別

契約に定める目的物の代金に含まれるものとする。 

３．乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなく、目的物に関する乙固有技術その他の権利の全部又は一部につい

て、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等の処分をしてはならないものとする。ただし、当該処分後も本条

により甲に許諾された権利がそのまま継続して許諾されることが保証される場合は、この限りでない。 

第２４条（知的財産権侵害の責任） 

１． 乙は、目的物、又は目的物を使用した製品の製造（制作、製作、複製を含む。）、使用、譲渡その他の処分（輸入、

輸出を含む。）が、第三者の特許権等の産業財産権、著作権その他一切の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他

の権利を侵害しないこと、また、目的物に第三者の機密情報を不正使用していないことを保証する。ただし、かかる権

利侵害等の問題が甲の責に帰すべき事由により生じた場合は、この限りでない。 

２．乙は、万一、前項の保証に反し、権利侵害等の問題が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちにその旨

を甲に書面により通知の上、乙が責任をもって解決する。ただし、甲が希望するときは、甲が主体となって権利侵害等

を解決するものとし、この場合、乙は、甲に情報提供その他の必要な協力及び支援を行い、また、乙が当事者となった

法的手続における対応については、甲の指示に従う。 

３．前項の権利侵害等の解決及び対応のために要する費用（弁護士費用を含む。）、並びに権利侵害等によって甲が被

った損害については、第１項ただし書に定める場合を除き、乙の負担とする。 

第２５条（機密保持） 

１． 甲及び乙は、本契約を通じて知り得た相手方及び相手方の取引先の情報（個人情報を含む。本契約において総称し

て「機密情報」という。）を機密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、個人情報以外の情報で

あって次の各号の一に該当するものについてはこの限りでない。 

(1) 相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していたもの 

(2) 相手方から開示を受けたときに、既に公知又は公用であったもの 

(3) 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知又は公用となったもの 

(4) 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの 

(5) 相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく、独自に開発したもの 

２．前項の規定にかかわらず、甲は、本契約の履行、目的物の販売又は目的物を使用した製品の製造若しくは販売を行



うために必要な範囲で、機密情報を第三者に開示することができる。 

３．第１項の規定にかかわらず、乙は丙に対し、本契約の履行に必要な範囲で、機密情報を開示することができる。た

だし、この場合、乙は、本契約に定めるのと同等の機密保持義務を丙に負わせるものとし、丙による機密情報の管理に

ついてすべての責任を負うものとする。 

４．乙は、機密情報を本契約履行以外の目的に使用してはならない。 

５．乙は、機密情報を本契約履行のために必要な限度を超えて複写又は複製してはならない。 

６．乙は、甲から要請があったとき又は本契約が終了したときは、機密情報が含まれるすべての物件を直ちに甲に返還

しなければならない。 

７．乙は、甲から個人情報の預託を受けるときは、別途甲乙間で締結する「個人情報の取扱に関する覚書」（第４０条

（経過措置）に定める旧契約に附随して締結されたものを含む。）に基づき、個人情報を適切に取り扱わなければなら

ない。 

第２６条（環境保全） 

１．乙は、本契約の履行に関し、環境保全のための必要かつ十分な措置を講じるものとする。 

２．乙は、前項の環境保全のために必要があるときは、甲に対し、目的物の代替仕様を提示し、仕様の変更を相談する

ことができる。 

３．乙は、甲が行う環境保全のための調査及び資料の提出要求に応じるものとする。 

第２７条（化学物質の管理） 

１． 乙は、目的物が「ＤＮＰグループ化学物質管理基準」（甲から乙に書面により通知されたその後の改定を含む。）

に適合していることを保証する。 

２．乙は、甲が前項の基準に基づいて行う調査及び資料の提出要求に応じるものとする。また、前項に該当しない場合

であっても、甲が必要と認めた場合は、乙に対し目的物を構成する化学成分等に関する資料を要求することができるも

のとし、乙は甲に対しこれを提出するものとする。 

第２８条（廃棄物の処理） 

乙は、本契約の履行に伴って乙に生じた廃棄物を、関連法規及び行政指導を遵守して、自己の責任と費用負担において

適正に処理するものとする。ただし、甲の指示がある場合、乙はその指示に従うものとする。 

第２９条（輸出管理） 

１．甲及び乙は、本契約の履行に関し、「外国為替及び外国貿易法」その他の輸出関連法規（以下「外為法等」という。）

を遵守する。 

２．乙は、目的物が外為法等により規制されている貨物（輸出貿易管理令別表第１の１６項を除く）又は技術（外国為

替令別表の１６項を除く） 

に該当する場合、目的物の納入までに、該当する事実及びその根拠を甲が別途定める書式により甲に通知するものとす

る。 

３．甲が前項に関連して資料の提出を求めた場合、乙は速やかにこれに応じるものとする。 

第３０条（立入） 

１． 甲は、必要に応じて、目的物の生産管理体制、品質保証体制、支給材等及び貸与品の保管及び使用状況、並びに機

密情報の管理体制等を確認するために、乙に事前に通知の上、乙の工場及び事務所等に立入り、調査等を行い、又は甲



の指定する第三者にこれらを行わせることができる。 

２．乙は丙に対し、甲又は甲の指定する第三者が必要に応じて目的物の品質保証体制、支給材等及び貸与品の保管及び

使用状況、並びに機密情報の管理体制等を確認するために丙に立入り、調査等を行うことができるよう徹底するととも

に、甲又は甲の指定する第三者が行う丙への立入り及び調査等に協力するものとする。 

３．甲は、前二項に基づく調査等の際は、乙及び丙の事業活動に支障が生じないよう配慮するものとする。 

第３１条（ＣＳＲ調達規準） 

１．甲及び乙は、本契約の履行に関し、「ＤＮＰグループＣＳＲ調達規準」（甲から乙に書面により通知されたその後

の改定を含む。）を尊重し、その遵守に努めるものとする。 

２．乙は、甲が前項の規準に基づいて行う調査に協力するものとする。 

第３２条（書類の提出及び通知） 

１．乙は、この基本契約の締結時に、甲が別途指示する書類を甲に提出する。 

２．乙は、前項に基づき甲に提出した書類の記載事項（使用印鑑を含む。）に変更が生じた場合、直ちにその旨を甲に

書面により通知する。 

３．甲又は乙は、第３６条（契約の解除）第１項各号のいずれかに定める事由が生じたときは、直ちにその旨を相手方

に書面により通知する。 

第３３条（権利義務の譲渡） 

甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約から生じる権利、義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、

又は担保に供してはならない。 

第３４条（損害賠償） 

甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

第３５条（有効期間） 

１．この基本契約の有効期間は、締結日から１年間とする。ただし、期間満了の３ヶ月前までに、甲乙いずれからもこ

の基本契約の内容の変更又はこの基本契約を継続しない旨の書面による申し出がないときは、この基本契約は同一条件

で更に１年間継続するものとし、以後もこの例によるものとする。 

２．前項の有効期間中といえども、甲及び乙は、３ヶ月の予告期間をもって、この基本契約を解約することができる。 

第３６条（契約の解除） 

１．甲又は乙が次の各号の一に該当したときは、その相手方は何らの通知、催告等の手続を要せず、直ちに本契約の全

部又は一部を解除することができる。この場合、当該解除をなした当事者は、相手方に対して、相手方の責によって被

った損害の賠償を請求することができる。 

(1) 本契約に違反し、相手方が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、これを是正しないとき 

(2) 手形、小切手を不渡りとし、又は支払停止となったとき 

(3) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき 

(4) 第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは競売の申立又は公租公課の滞納処分を受けたとき 

(5) 破産手続、特別清算、民事再生手続、会社更生手続若しくはその他の法的債務整理手続の申立があったとき、又は

信用状態に重大な不安が生じたとき 

(6) 重大な違法行為又は反社会的行為を行ったとき 



(7) 前各号の一が発生するおそれがあるとき 

２．前項各号の一に該当した当事者は、相手方から何らの通知、催告等を要せず、当然に本契約に基づく一切の債務の

履行につき期限の利益を失い、直ちに残債務のすべてを履行するものとする。 

３．乙は、その業務執行を決定する機関が、解散、減資、合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部又は重要

な一部の譲渡等の決定をしたときは、直ちに甲に書面により通知するものとする。この場合、甲は、乙への書面による

通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

第３７条（契約終了後の措置） 

１．この基本契約が期間満了若しくは解除等により終了し、又は個別契約が解除等により終了した場合、甲は、乙が所

有する目的物の仕掛品及び完成品を第三者に優先して買い取ることができる。 

２．この基本契約が期間満了若しくは解除等により終了し、又は個別契約が解除等により終了した後においても、第１

１条（品質保証）、第１２条（瑕疵担保）、第１３条（製造物責任）、第１４条（補修部品の供給）、第１８条（支給

材等の返還）、第２１条（貸与品の返還）、第２２条（目的物の著作権等）、第２３条（目的物の特許権等）、第２４

条（知的財産権侵害の責任）、第２５条（機密保持）、第２６条（環境保全）、第２７条（化学物質の管理）、第２８

条（廃棄物の処理）、第２９条（輸出管理）、第３４条（損害賠償）、本条、第３８条（連帯保証人）及び第３９条（管

轄裁判所）の規定はなお有効とし、甲及び乙は当該条項に基づく債務を履行する。 

３．この基本契約が期間満了又は解除等により終了した時に存続する個別契約については、この基本契約がなお適用さ

れる。 

第３８条（連帯保証人） 

連帯保証人は、乙と連帯して本契約に基づく乙の債務を履行する責を負う。 

第３９条（管轄裁判所） 

甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。 

第４０条（経過措置） 

甲から乙に発注される目的物の取引に関し、甲乙間においてこの基本契約締結前に締結した基本契約（以下「旧契約」

という。）は、この基本契約の締結をもって、その効力を失う。ただし、旧契約の下で締結された個別契約については、

旧契約がなお適用される。 

第４１条（協議解決） 

本契約に関する疑義又は定めのない事項については、甲乙協議し解決する。 

 


